
 

 

浜津 白浜海水浴適地 の 遊泳禁止を解除します 

～ 引き続き注意して遊びましょう！～ 

浜津の白浜海水浴適地は、「ヒメスナホリムシ」の被害が多数出たため、平成２８

年７月６日より遊泳禁止としておりました。 

近年、ボランティアの方々による海岸美化活動のおかげで、「ヒメスナホリムシ」

の姿があまり見られなくなりましたので、遊泳禁止を解除いたします。 

しかし、海水浴適地はプールとは違い自然の一部です。注意が必要な

生き物の出入りを完全に制御することはできません。 

引き続き、海で泳ぐときには「自分で自分の身を守る」行動を心がけ

て、自己責任の下、注意しながら遊ぶようにしてください。 

遊泳期間：７・８月  子どもは必ず大人と一緒に遊びましょう！ 

ご注意ください 

「ヒメスナホリムシ」 

体長が５ｍｍ～１ｃｍほど。毒なし。 

噛まれるとチクッっと痛みます。 

湿った砂浜に生息しますので、波打ち際

から離れた岩場に座ったり、砂浜に直接

触れないようにシートをひいたり靴を

履いたりしましょう。 

「ヒラタブンブク」 

長径５cm程度。毒なし。 

砂の中や海底に生息。夜行性。 

素足で踏みつぶすとトゲがささる恐れ

があります。 

むやみに砂を掘り返したりせず、靴を履

くなどの対策をしましょう。 

「海水浴適地」は、「海水浴場」とは違い、水浴・遊泳には適しているものの、施設や監視・

救護体制等が十分整っているわけではない場所のことをいいます。 

安全に遊泳できるかどうかの判断は、遊泳者（保護者）自身にしていただいております。 

町は遊泳中に起こった事故に関する責任は負い兼ねます。十分ご注意ください。 

＜お問い合わせ先＞ 小値賀町福祉事務所 0959-56-3111 
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